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序     文 
 

カンボジア王国は、内戦の影響を受けて国内全域で保健医療体制の整備が立ち遅れ、内戦等の

歴史的事情による医療従事者の絶対的不足や、基礎的な国家制度の未整備（医療法、国家試験・

登録制度の欠如）など、医療人材にかかわる多くの課題を抱えており、国家人材開発計画（2006

～2015年）に基づいて保健人材偏在と助産師不足の解消をめざしています。 

わが国を含む開発パートナーの支援及びカンボジア王国の自助努力の下、医療技術者の数は増

加傾向にあるものの、医療技術者育成において重要な役割を果たす制度及び教員の質の強化が課

題となっていました。かかる状況の下、カンボジア王国は規則及び教員の質の標準化を図りたい

として、特に看護及び助産に係る保健省人材育成部の能力強化を目的とした技術協力プロジェク

トを要請しました。同要請を基に、独立行政法人国際協力機構は、カンボジア王国政府との討議

議事録（R/D）を結び、技術協力プロジェクト「医療技術者育成システム強化プロジェクト」を2010

年6月から5年間の計画で実施してきました。プロジェクトでは活動として看護人材に関する規定

の草案が作成され、看護規則及び国家資格に係る省令/ガイドラインが策定されました。また、カ

ンボジア王国では学士号を取得した看護師が少なく適切な教育を受けた質の高い看護教師の確保

が難しいことから、看護の学士号を取得させるため、看護師、助産師及び看護・助産教員の留学

支援を行っています。 

今般、協力期間の中間地点を迎えたことから、これまでの成果を確認し、今後のプロジェクト

実施の方向性と提言・教訓を得ることを目的として、2013年2月18日から3月7日まで、中間レビュ

ー調査を実施しました。 

本報告書は、この中間レビュー調査団による現地調査や関係者との協議の内容・結果をまとめ

たものであり、今後の協力事業の更なる発展の指針として、広く活用されることを願っています。 

最後に、本調査の実施にあたりご協力を頂いた内外関係者の方々に深い感謝の意を表するとと

もに、今後の協力事業に向けて、引き続き一層のご支援をお願いするしだいです。 

 

平成25年3月 

 

独立行政法人国際協力機構 

人間開発部長 萱島 信子 
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評価調査結果要約表（和文） 
１．案件の概要 

国名：カンボジア王国 
案件名：医療技術者育成システム強化プロジェ

クト 

分野：保健・医療 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署： 

 人間開発部保健第二グループ保健第三課 
協力金額：3億8,000万円 

協力期間： 

 2010年6月22日～2015年6月21日 

先方関係機関：保健省人材育成部（HRDD） 

日本側協力機関：国立国際医療研究センター 

他の関連協力：「医療技術者育成プロジェクト」（2003～2008）、「助産師の能力強化を通じた母

子保健改善プロジェクト」（2010～2015） 

１－１ 協力の背景と概要 

カンボジア王国（以下、「カンボジア」と記す）は、内戦の影響を受けて国内全域で保健医療

体制の整備が立ち遅れ、内戦等の歴史的事情による医療従事者の絶対的不足や、基礎的な国家

制度の未整備（医療法、国家試験、免許・登録制度の欠如）など、医療人材にかかわる多くの

課題を抱えており、国家人材開発計画（2006～2015年）に基づいて保健人材偏在と助産師不足

の解消をめざしている。 

JICAは2003年から2008年まで「医療技術者育成プロジェクト」を通じて看護・臨床検査・放

射線・理学療法の4学科を対象に支援を実施し、医療技術者育成教育の必須要件を定めた規則が

政令及び省令として発布された。これらの規則により、医療技術者育成のための基礎的な制度・

基盤が確立されたものの、さらに同制度に基づいた教育の提供やその質の向上が必要となって

いる。 

かかる状況の下、カンボジア保健省（Ministry of Health：MOH）は、医療技術者育成におい

て重要な役割を果たす教員の質を担保するために、教員の質の標準化を図りたいとして、特に

看護及び助産に係る保健省人材育成部（Human Resources Development Department：HRDD）の

能力強化を目的とした技術協力プロジェクトを要請した。 

同要請を受け、JICAは、HRDDをカウンターパート（Counterparts：C/P）機関として、2010

年6月から2015年6月までの5年間の予定で「医療技術者育成システム強化プロジェクト」（以下、

「プロジェクト」）を実施しており、現在、シャトル型でチーフアドバイザー1名を派遣、長期

専門家2名（看護教育/看護助産行政、評価・モニタリング/業務調整）、その他各分野の短期専門

家を年間5名程度派遣している。プロジェクトでは活動の柱のひとつとして看護人材に関する規

定の草案策定を行うこととしており、看護規則及び国家資格に係る省令/ガイドライン草案が策

定された。また、カンボジアでは学士号を取得した看護師が少なく、適切な教育を受けた質の

高い看護教師の確保が難しいため、看護学士号を取得させるためにタイ王国セント・ルイス短

期大学（Saint Louis College：SLC）のブリッジコースに、合計26名の看護師及び看護教員を留

学させ、既に1期生5名は卒業し帰国している。 

今回実施した中間レビュー調査では、カンボジア保健省と合同で、本プロジェクトの目標達

成度や成果等を分析するとともに、プロジェクトの残りの期間の課題及び今後の方向性につい

て確認し、合同調整委員会（Joint Coordination Committee：JCC）にて合意した 
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１－２ 協力内容 

 （1）上位目標 

保健人材育成システムを通して、質の高い医療技術者が育成される。 

 

 （2）プロジェクト目標 

HRDDのマネジメント能力が強化されることによって、質の高い看護/助産人材を中心と

する保健医療人材の教育の基盤が改善される。 

 

 （3）成果 

1．看護人材に関する規則類の草案が整備される。 

2．助産人材に関する規則類の草案が整備される。 

3．学士号を取得した者を中核とした看護助産教員の指導の質が向上する。 

 

 （4）投入（評価時点） 

1）日本側 

専門家派遣：長期専門家2名（59MM）、短期専門家7名16回（15.4MM）合計74.4MM 

研修員受入：カウンターパート研修3名 

機材供与： 車両等2万9,444米ドル（USD）相当 

業務費：  54万9,576USD相当（タイ看護学士ブリッジコース費用含む） 

 

2）相手国側 

カウンターパート配置：4名 

ローカルコスト負担： 事務所、家具、備品、光熱費 

２．評価調査団の概要 

担 当 氏 名 所属・役職 

団長/総括 牧本 小枝 JICA人間開発部保健第二グループ保健第三課課長 

技術参与 明石 秀親 国立国際医療研究センター国際協力部研修企画課長 

協力企画 高山 結衣 JICA人間開発部保健第二グループ保健第三課職員 

評価分析 渡辺  博 株式会社国際開発センター 

調査期間 2013年2月18日～3月7日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

 （1）成 果 

1．看護人材に関する規則類の草案が整備される。 

（指標1-1）政令レベル看護規則は起草されて、保健省法令策定委員会審議が最終段階に

ある。 

（指標1-2）省令レベルについては看護資格制度に関する施行規則（省令）について日本

人専門家が準備を開始した。 
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2．助産人材に関する規則類の草案が整備される。 

未着手 

 

3．学士号を取得した者を中核とした看護助産教員の指導の質が向上する。 

（指標3-1）看護学士号取得教員による特別課題に関する報告書は完成されていないが、

1期生は2013年4月開催予定のワークショップに向けて準備中である。2012年

10月1期生5名が看護学士号を取得して帰国後、帰国報告会を実施した。 

（指標3-2）1期生5名は現在、所属の地方看護・助産学校（Regional Training Center：RTC）

で教員として指導しているが、講義の質については帰国後間もないので確認

されていない。 

（指標3-3）学生による講義に関する評価については確認していない。 

 

 （2）プロジェクト目標 

本プロジェクトの目標である「HRDDのマネジメント能力が強化されることによって、

質の高い看護助産人材を中心とする保健医療人材の教育の基礎が改善される」については

以下の指標がいずれも達成されつつあることから、プロジェクト終了時までに達成する見

込みが高いものと評価する。ただし、助産教員養成については取り組まれているが、助産

規則については未着手である。 

（指標1）「看護師の国家資格制度（登録→免許付与）が始まる」については国家試験が実

施されていること、資格を付与する責任機関を最終決定する段階に来ており、

資格制度を実施する省令の準備が計画されている。 

（指標2）「学士号取得ブリッジコース帰国教員による報告書がカンボジアの看護助産教員

に共有される」については帰国報告が実施され、1期生による特別課題に関する

報告書が2013年4月に教員、病院実習指導者を対象とするワークショップで共有

される予定であること、2期生、3期生についても特別課題が出されている。 

 

これらに加えて、HRDDのマネジメント強化については、HRDDが中心となって看護人材

に関する政令を策定しつつあること、そのプロセスを通じて、法制度の枠組みの理解とそ

の整備の重要性、行政の役割、規程類の遵守に関する報告・モニタリングの重要性に対す

る認識が深まったことが観察された。 

 

３－２ 評価結果の要約 

 （1）妥当性 

「カンボジア戦略的開発計画2009-2013」「保健戦略計画2008-2015」「保健関係従事者開

発計画2006-2015」によると、カンボジアでは医療技術者が不足しており、保健人材の育成、

技能向上、職能団体強化が喫緊の課題とされている。 

また、2015年を目標とする東南アジア諸国連合（Association of South East Asian Nations：

ASEAN）医療技術標準相互認証についてはラオス人民民主共和国（以下、「ラオス」と記

す）とカンボジアの整備が遅れており、まだ保健人材に関する規則類を制定していないカ
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ンボジア政府にとり、制定は喫緊の課題となった。 

日本政府の対カンボジア支援政策の中で、保健医療分野は人道的観点から極めて重要で

あり引き続き支援していくとされている。また、JICAの事業実施方針では医療分野におけ

る人材育成や組織制度強化を通じた保健システム全体の強化に対する支援を重視してい

る。本プロジェクトは日本の国別援助政策、国際保健政策、JICAポジションペーパー等に

合致している。 

カンボジアには看護に関する定義、看護師の資格に関する定めがなく、看護規則と免許、

登録、免許更新制度など関連する省令やガイドライン類を整備することで看護業務の明確

化や看護師資格の厳正化が図られることとなった。看護職種に関する規程類整備は看護専

門職の明確化や資格制度、看護サービスの質の担保の基礎となる。また、看護学校教員で

は学士号をもたない教員が多数を占めており、修士が1名しかおらず、博士はいないなかで、

看護の高等教育化が始まっていることから、看護教員の育成システムの確立も求められて

いる。 

こうしたことから、本プロジェクトはカンボジア、日本両国の政策と合致しており、カ

ンボジア国民や看護師、看護学校教員のニーズにも合致しており、妥当性は高いと評価す

る。 

 

 （2）有効性 

看護職種に関する規程類整備、免許登録制度、指導者の質の向上は、看護師の専門性、

社会的地位を高めるとともに、看護サービスの質の向上につながる。タイ看護学士ブリッ

ジコースは国内で得られない質の高い教育機会を指導者に提供している。タイ看護学士ブ

リッジコース卒業生は、帰国後は職場で教育に従事するだけではなく、国内学士ブリッジ

コースにアシスタントとして協力することが計画されており、さらに看護・助産教育の質

の向上への貢献が期待される。こうして、看護人材に関する規則類の草案が整備され、政

府機関により承認され公布され、看護学士号を取得した者を中核とした看護助産教員の指

導の質が向上することにより、質の高い看護助産人材を中心とする保健医療人材の教育の

基盤が改善されることから、本プロジェクトの有効性は高いと評価する。 

 

 （3）効率性 

タイ看護学士ブリッジコースは、カンボジアのニーズに応えつつ、2年弱の集中コースに

短縮できた。日本国内支援委員会でプロジェクトの内容に精通している関係者が短期専門

家として派遣されることにより適切な助言を継続して行うことができた。また、タイ王国

（以下、「タイ」と記す）でカンボジア看護学士ブリッジコースを担当しているタイ人指導

者を第三国専門家講師としてカンボジアに招聘し、カンボジアに対する適切な助言を得る

ことができた。タイでの研修費用は、シンガポール共和国（以下、「シンガポール」と記す）

やオーストラリア連邦（以下、「オーストラリア」と記す）での研修費用と比較すると、授

業料だけでなく生活費も含めて廉価であった。 

本プロジェクトではプロジェクトオフィスをカウンターパート（Counterparts：C/P）と

共有することにより円滑な運営が確保されている。また、先行プロジェクトの機材を有効
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活用している。こうしたことから、本プロジェクトの効率性は高いと評価する。 

 

 （4）インパクト 

看護規則策定により、医師、歯科医師、薬剤師、助産師などの医療関係他職種でも規則

策定の機運が高まり、保健省内外の関係者の法整備の意義や行政の役割への理解が深まっ

た。看護師の社会的地位の高いタイで看護学士ブリッジコースを受講したことで、参加者

が看護師であることに誇りをもつようになり、それを教育の場で学生に話すようになった。

2013年2月からタイ看護学士ブリッジコース卒業生1期生5名全員が、カンボジア国内教育学

修士ブリッジコースを受講する機会が得られた。法規程のインベントリーを作成したこと

により、保健省、州保健局、病院他ドナー等に配布され、保健省の法規程類が広く理解さ

れ、理解されるようになった。このように本プロジェクトでは、いくつかの正のインパク

トが観察された。 

 

 （5）自立発展性 

HRDDの能力が強化されたことで、看護規則策定以降の関連省令、ガイドライン策定の

主体はHRDDがオーナーシップをもって行うとしている。看護規則策定の経験を医師等の

規則に生かすことなどが予測されている。国内での看護学士号取得ブリッジコースにアシ

スタントとしてタイ看護学士ブリッジコース卒業生の起用が検討されている。学士号取得

者が自発的にカンボジア国内で開始された教育学修士コースに参加している。こうしたこ

とから、本プロジェクトの自立発展性は比較的見込まれるものと評価する。 

ただし、保健省はタイ看護学士ブリッジコースの継続を希望しているものの、財政的な

面ではカンボジアで確保することができず、ドナーに頼らざるを得ない状況にあり、タイ

看護学士ブリッジコース卒業生の活用結果についてモニタリングし、ドナーからの予算確

保に向け働きかけるとともに、タイ看護学士ブリッジコース卒業の活用を戦略的に進める

ことでより高まるものと思料する。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

以下の要因が考えられた。 

 

 （1）計画内容に関すること 

① 2015年を目標とするASEAN医療技術標準相互認証のため、まだ規則類を制定していな

いカンボジアにとり制定は喫緊の課題となった。 

② 保健省トップの強いコミットメントがあった。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

① ラオス看護プロジェクトでの経験から、タイにおける看護教育と看護ケアの質の高さ、

受入環境に関する情報があったことが、看護学士ブリッジコースにつながった。また、

タイ側との調整の結果、海外からの受入実績のあるSLCを選定することができたこと

が実施プロセスでの貢献要因である。具体的には、カンボジア看護学位（Associated 
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Bachelor Degree、Diploma）取得者の学力レベルを調査のうえ、語学、病院実習、教授

法を追加し、しかも通常よりも短い14カ月の学位取得コースを開発できた。 

② 日本側では国内支援委員会を形成して支援を行った。 

③ ASEAN看護ワークショップに関係者が参加することで、近隣諸国の経験を共有し、日

本の看護行政を知る機会ができ、関係者の動機づけになった。 

④ 過去の支援実績から、保健省の高官が日本に対して固い信頼感を抱いており、カンボ

ジアにとり重要な規則の草案策定の支援を日本側に要請した。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

以下の要因が考えられた。 

 

 （1）計画内容に関すること 

運営指導調査時に日本側の予算削減及びEducation Development Center〔現在のカンボジ

ア保健人材教育開発センター（Center for Educational Development of Health Professional in 

Cambodia：CEDHP）〕の位置づけ変更の影響により、成果、活動の見直しを行わざるを得

なかった。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

① 優先順位の高い看護学校認可に関する業務や国家試験の実施などHRDDの業務量が増

加した。 

② 縦割りの強い保健省の中で看護規則草案策定のような教育とサービスをつなぐ組織横

断的な活動を行うことに関係者は消極的であった。 

③ 保健省内の意思決定に時間を要したことにより看護師免許登録責任機関の決定が遅れ

たことなどが効果発現の阻害要因であった。 

 

３－５ 結 論 

中間レビューの結果、本プロジェクトは受益者のニーズ、カンボジア側、日本側の政策と合

致しており妥当性が高い。本プロジェクトで立ち上げた看護学士ブリッジコースに関しては、

卒業生がカンボジアで足りなかった専門性・実践能力を身に着けて帰国し、RTCで教員として

再び働き始めているとともに、国内BSNの教育にも一部貢献をすることが計画されているため、

有効な活動であった。また、看護規則は看護教育の基礎となる法的枠組みを提供するだけでな

く、看護サービスの基盤ともなるものであり、有効性は高いといえる。プロジェクトと看護規

則整備に知見をもつ日本及びタイの専門家の巻き込みや資機材の有効活用は有効性を高めた。

医師、歯科医師、薬剤師、助産師などの規則策定が保健省内で広く認識されつつあること、法

規定のインベントリーを作成したことにより、保健省、州保健局、病院、他ドナー等に配布さ

れ、保健省の法規程類が広く理解され、利用されるようになったことなど正のインパクトが発

現している。タイ看護学士ブリッジコース卒業生が帰国後、国内の学士号ブリッジコースの教

員として働くことが予定されており、彼らがタイで学んだ手法を参考に質の高い教育を提供す

ることにより、カンボジア国内の教育水準が高まり、持続性が担保される。一方で、保健省が
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戦略的に看護学士ブリッジコース卒業生の活用方法を検討することにより、持続性がより強化

される。看護規則策定に関連する省令やガイドラインの策定はHRDDが主体となるなど自立発

展性がある。 

看護師の国家資格制度が始まりつつあること、タイ看護学士ブリッジコース帰国教員による

教育指導が始まっていることなどから、本プロジェクトの目標である「HRDDのマネジメント

能力が強化されることによって、質の高い看護/助産人材を中心とする保健医療人材の教育の基

盤が改善される」は、プロジェクト終了時点までに達成する見込みが高いものと評価する。 

ただし、保健省の看護師免許と登録の責任機関をどこにするかの決定が遅れたことが進捗に

影響を与えた。プロジェクト後半の活動を予定している成果2については保健省上層部の強いコ

ミットメントがあり、かつ看護規則策定過程で得た教訓は助産師規則草案準備に役立つものと

思料するものの、カウンターパートであるHRDDの業務優先度、より緊急性の度合いの高い看

護学校監督業務、業務量の現状、プロジェクトの残存期間等を考慮すると、プロジェクト・デ

ザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）の見直し（対象から外す）が必要である

ことをJCCに提案した。しかし、カンボジア側の強い要請により、最終的には成果2はそのまま

残すこととなったが、前提条件として「助産規則を策定するための責任機関が指名され、設立

される」が追加された。 

 

３－６ 提 言 

 （1）プロジェクトに対する提言 

① 看護助産人材に関する規則類整備については、HRDDの喫緊の課題（乱立する私立校

の教育の質を担保するための学校認可制度の充実と看護教育報告制度の強化）、人的資

源の現状、業務量、業務の所掌範囲、看護規則策定までに要した期間を考慮し、プロ

ジェクト後半は、看護規則実施策定に関連する看護教育の省令策定と、看護学士ブリ

ッジコースを活用した教育改善に注力するべきである。 

 

⇒PDMの見直し箇所 

・ 活動1-6に1-6-1として「学校認可制度に関する施行規則を準備する（合同省令レベ

ル）」を追加し、また、1-6-2「看護学校報告制度に関する施行規則を準備する（合

同省令レベル）」を活動として明記する。 

・ 活動1-7「看護サービスに関する施行規則草案を準備する」はHRDDの所掌範囲外

であることから削除する。 

・ 活動3-4「帰国教員が看護教育活動に従事する」をより具体的な活動にするため、

次のとおり、修正する。「タイの看護学士号ブリッジコース卒業生へのフォローア

ップを行い、国内で今後優先的に取り組む活動計画を立案する」。また、以下の4

活動を追加する。 

・ 活動3-5「今後優先的に取り組む活動計画を基にHRDDがタイの看護学士号ブリッ

ジコース卒業生を国内で活用するための戦略を策定する」 

・ 活動3-6「優先的に取り組む活動を実施する」 

・ 活動3-7「国外の看護学士号取得者によるコアチームを形成し、教訓を共有したう
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えで、国内の環境教育改善のための戦略を検討する」 

・ 活動3-8「タイの看護学士号ブリッジコース卒業生による活動や成果をテクニカル

ワーキンググループ及び開発パートナーとの会議で発表する」 

② 保健省HRDDにより、看護・助産教育システム強化に係るフレームワークがプロジェ

クト及び調査団に対して提示された。同フレームワークに基づき、看護・助産教育シ

ステムの強化ビジョンの中で、国内の看護・助産教育の改善に向けて、看護学士号ブ

リッジコース卒業生のコアチームを形成するなど、卒業生を戦略的に活用するべきで

ある。 

③ 看護学士ブリッジコース卒業生のフォローアップ方法を検討するべきである。 

④ 看護学士ブリッジコース卒業生の活用においてJICA技術協力プロジェクトである「助

産能力強化を通じた母子保健改善プロジェクト」と連携を図り、病院実習指導者の強

化を行うべきである。 

⑤ プロジェクトはタイ看護学士ブリッジコースがどのようなものであったか、卒業生が

看護助産師教育に活用され、貢献したか、プロジェクト終了までに取りまとめ報告す

べきである。 

 

 （2）保健省に対する提言 

① 看護師免許登録に関する責任機関を関係機関と調整のうえ、早急に決定すべきである。

② 助産規則に関する責任機関を早急に任命すべきである。 

③ HRDDや病院サービス部看護助産課への人員補強（看護学士ブリッジコースに参加し

た看護師/助産師の登用）を早急に行うことが望ましい。 

④ 教員の待遇改善を通じて、質の高い教員確保を図るべきである。 

⑤ 看護サービスと看護教育の連携を強化するべきである。 

 

３－７ 教 訓 

① タイでの看護学士ブリッジコースは、効果的・効率的であったことから、今後も近隣国

のリソース活用を積極的に行うべきである。 

② 国立国際医療研究センターが開催する東京ASEAN看護助産ワークショップなど国外の

看護教育・看護行政に関する交流に積極的に参加することは、プロジェクト推進のみな

らず、当該国の保健医療の枠組みを強化することに有効である。 

③ 開始1年後にプロジェクトデザインの見直しを行ったことが、活動の絞り込みに効果があ

ったことから、今後も必要があれば中間レビューを待たずにプロジェクトデザインの見

直しを積極的に行うべきである。 

④ 保健セクターのマネジメント基盤を強化するために、規則策定や法的枠組みを設立する

プロジェクトは大変重要である。しかし、この分野の専門性をもつ人材は限定されてい

る。したがって、この分野の人材育成に積極的に取り組むべきである。 

⑤ 能力開発、特に法規則や法的枠組みの整備のような取り組みの場合、カウンターパート

に寄り添って共に取り組む支援体制が重要である。 
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評価調査結果要約表（英文） 
1.Outline of the Project 

Country: The Kingdom of Cambodia Project title: The project for strengthening human 

resources development systems of co-medicals 

Issue/Sector: Health, Medical Cooperation Scheme: Technical cooperation 

Division in charge: Health Division 3, health 

Group2, Human Development Department 

Total cost: 380 million JPY 

Period of Cooperation :  

22nd June 2010-21st June 2015 

Partner Country’s Implementing Organization: 

Ministry of Health, Human Resource Development 

Department 

Supporting Organization in Japan: National Center 

for Global Health and Medicine 

Related Cooperation: The project for human resource development for co-medicals (2003-2008) 

The project for improving maternal and newborn care through midwifery capacity development 

(2010-2015) 

1-1Background of the Project 

JICA is implementing the Project for Strengthening Human Resource Development Systems 

of Co-medicals in the Kingdom of Cambodia (hereinafter referred to as the Project), from June 

2010 to June 2015 in cooperation with the Human Resource Development Department (HRDD) 

in the Ministry of Health (MOH) as the main Counterpart (C/P). Two years and eight months 

has passed from the start of the Project. Therefore, Mid-term review mission was dispatched to 

examine the achievement and implementation process as well as to review the Project Design 

Matrix (PDM) 2, enabling the Project team to clarify the subjects to be achieved in the latter 

half of the Project. 

 

1-2 Project Overview 

(1) Overall Goal  

Quality co-medicals are produced through the human resource development system. 

(2) Project Purpose  

The educational basis for quality co-medicals (mainly nursing/midwifery human resources) is 

improved by enhancement of HRDD management capacity. 

(3) Outputs  

1)Drafts of Nursing Regulations are prepared. 

2) Draft for Midwifery Regulations is prepared. 

3) Quality of education by nursing and midwifery teachers with core teams of bachelor holder is 

improved. 

(4) Inputs 

1) Japanese side 

  Experts; Two long-term experts (59.0MM) , 7 short-term experts for 16 times (15.4MM)total 74.4 
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MM Training in Japan; Counter parts training in Japan for three counterparts 

Equipment and materials ; Equivalent to USD 29,444. 

Local Expense including Bachelor Bridging Course in Thailand ; USD 549,576 

2) Cambodian side 

Counterparts; Four counterparts 

Local cost; office space, furniture and utilities  

2. Evaluation Team 

Members 

of 

Evaluation 

Team 

Name Assignment Title 

Ms. Saeda Makimoto Leader Director, Health Division 3 , Health Group 

2, Human Development Department, 

JICA 

Dr. Hidechika Akashi Technical 

Advisor 

Director, Division of planning and 

training, Bureau of International Medical 

Cooperation, National Center for Global 

Health and Medicine 

Ms. Yui Takayama Planning 

Management 

Health Division 3, Health Group 2, 

Human Development Department, JICA 

Mr. Hiroshi Watanabe Evaluation 

Consultant 

International Development Center of 

Japan, Inc. 

Period of 

Evaluation 

18th February  - 7th March 2013 Type of Evaluation: Midterm Review 

3. Result of Evaluation  

3-1 Achievement 

(1)Outputs 

1) Draft of nursing regulations are prepared 

Indicator1-2; Draft Sub-Decree on Nursing Regulation was at the final stage of discussion by the 

regulation committee in MOH. 

Indicator 2-2; Japanese Expert started preparation for drafting Prakas of nurse licensing and registration. 

2) Draft for Midwifery Regulations is prepared 

Not yet started 

3) Quality of education by nursing and midwifery teachers with core team of bachelor holder is 

improved. 

(Indicator 3-1) The report of three special assignments for the first batch of the Bachelor Bridging 

Course in Thailand was not yet completed. However the workshop is to be planned in April 2013 in 

order to share reports of three special assignments with nursing/midwifery teachers and preceptors by 

the graduates of SLC. The debriefing session after returning from Thailand SLC Bachelor Bridging 

Course was held in October 2012 by five (5) bachelors of the first batch. 

(Indicator 3-2) The five (5) bachelors of the first group returned to their regional training centers (RTC) 

and continued teaching. However the improvement of quality of their teaching was not yet evaluated 
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because they have just come back from Thailand.  

(Indicator 3-3) The student evaluation of the teacher’s lectures was not yet conducted. 

 

(2)Project Purpose 

The Project purpose “The education basis for quality co-medicals (mainly nursing/midwifery human 

resources) is improved by enhancement of HRDD management capacity” was evaluated to have high 

possibility to be accomplished by the end of the Project because the following indicators were in the 

process of achieving. However the formulation of midwifery regulation is not yet started, while the 

capacity building of midwives were started through the Bachelor Bridging Course in Thailand. 

(Indicator 1) “The national nursing licensing system (registration-licensing) is stared” is in the process 

of achieving because the national examination of nurses was implemented. In addition, development of 

nursing regulation is at the final stage of decision which authorities will be responsible for licensing 

related Prakases and registration of nurse is not yet completed. 

(Indicator 2) “The reports of returned teachers from the Bachelor Bridging course are shared among 

nursing/midwifery teachers in Cambodia” is in the process of achieving because report of the training in 

SLC was presented by the Bachelor Bridging Course graduates in November 2012 and the workshop 

concerning their special assignment is prepared to be held in April 2013. 

In addition to the above mentioned indicators, the following facts indicate that the capacity of HRDD 

has improved. 1.HRDD has an ownership to formulate the nursing regulation 2.Through the formulation 

activities, HRDD has deepened their understating on legal framework, the importance and necessity of 

legal framework, the role of health administration and the importance of reporting and monitoring 

system for the implementation of rules and regulations 

 

3-2 Summary of Evaluation Results 

(1)Relevance 

Existing national plans of Cambodia, such as Health Strategic Development Plan 2009-2013, Health 

Strategic Plan 2008-2015 and Human Resource Development Policy 2006-2015 indicates that it is an 

essential issue to increase the co-medicals and to strengthen the human resources development system in 

Cambodia. The ASEAN Mutual Recognition Arrangement forced the MOH to accelerate the formulation 

of licensing system and nursing regulations.According to the Country Assistance Program of Japan, 

from the humanitarian view point, health sector is continuous target sector in Cambodia. 

Even with the shortage of higher education graduates on nursing and midwifery, higher education of 

nurses has been started in Cambodia and the quality of teachers is problematic. It is essential for 

Cambodia to increase the number of bachelor degree holders to be teachers on nursing and midwifery. 

It is the common benefit of co-medicals to establish the nursing professional in Cambodia by 

functioning accreditation system of teaching institutions, establishing the national examination, 

licensing, and registration and continuous education for renewal of license to update their knowledge 

and maintain their quality. 

Because of the above reasons, the relevance of this Project is evaluated high. 
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(2)Effectiveness 

The establishment of nursing regulations and relevant regulations will bring direct benefit to the nurses 

in Cambodia because it will promote their professionalism and ensure their social status. The 

establishment of the regulations will lead the provision of quality nursing care to the Cambodian 

citizens. The Bachelor Bridging Course at SLC Thailand provided the opportunity of high quality 

nursing education, which is not available in Cambodia at present, to the teachers in nursing schools 

and the preceptors in hospitals in Cambodia. After returning to Cambodia, not only they are working as 

teachers in RTC, but also they are planned and expected to contribute to Bridging Courses in country. 

The bachelor holders graduated from the Bachelor Bridging Course at SLC is expected to  be utilized 

in formulation of teaching curriculum and/or policy making. Due to the above reason, the effectiveness 

of this project is evaluated high.  

(3) Efficiency 

By dispatching the short term experts who have deep knowledge of the Project and nursing regulatory 

framework as project advisory committee members in Japan, more appropriate advices were provided 

continuously. Bridging Course to obtain bachelor degree in less than two years was developed by 

studying and comparing curriculum of Thai and Cambodia. By inviting Thai experts in charge of the 

Bachelor Bridging Course at SLC in Thailand, the Project obtained more appropriate advices. By 

working together in the same offices, the smooth implementation of the Project was brought for 

Japanese experts and counterparts. Some facilities and equipment supplied by the previous project are 

utilized by this Project. The number of Japanese long term experts and short-term experts are 

minimized. The Bachelor Bridging Course is being conducted in Thailand where cost is lower compared 

to other neighboring countries such as  Australia, Philippines or Singapore. As a result, from the effort 

to minimize the  operational cost, the efficiency of this Project is evaluated as high. 

(4) Impact 

Formulation of nursing regulation promoted the movement to formulate similar regulations of medical 

doctors, pharmacist, dentist and midwifery. The teachers who obtained bachelor degree in Thailand, 

where social status of nurse is high, are giving their lectures to the students with passion and pride. Such 

positive impacts were observed. All five (5) bachelor holders of Bachelor Bridging Course in Thailand 

were given the opportunity to attend the master degree course in CEDHP.  

(5) Sustainability 

By enhancement of HRDD management capacity, HRDD is now planning to prepare further Prakases 

to implement the Sub-decree on Nursing Regulation with strong ownership. The experience obtained 

through nursing regulation formulation is expected to be utilized in the formulation of other sub-decree 

of medical practitioner regulation and others.  The bachelor holders by Bridging Course at SLC in 

Thailand are studying the master course of health education in Cambodia one week per month. Also 

HRDD has a plan to utilize the bachelor holders to teach in the in-country bachelor bridging course held 

in TSMC in Cambodia as assistants. Because of these achievement and plan, the sustainability of this 

Project would be evaluated relatively high and to be higher with MOH’s strategic utilization of Bachelor 

Bridging Course at SLC and those graduates in the broader scope of strengthening nursing education.  
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3-3 The promoting factors  

1) The establishment of regulatory framework of health professionals became an urgent issue to prepare

the Mutual Recognition Arrangement of health professionals among ASEAN countries by 2015 in Cambo

which has not yet been established. 

2) There exists a strong commitment and deeper understating by the senior management of MOH to deve

the Sub-Decree on Nursing Regulation. 

3) The existence of the JICA expert’s experience in nursing projects in Lao PDR, delivered the understand

of high quality of nursing education and nursing care in Thailand. Also information of universities 

colleges which can accept the nursing bachelor course for foreigners in Thailand leads to the implementa

of Bachelor Bridging Course in Thailand for this Project.  

4) The support committee in Japan was formed among the nursing experts of present government offic

and ex-government officials in the Ministry of Health, Labor and Welfare in Japan. 

5) By participating in the Southeast Asia Workshop on Nursing and Midwifery organized by the Natio

Center for Global Health and Medicine (NCGM), the C/Ps learned the experiences of neighboring count

as well as the health administration system in Japan. By participating in such workshops, the knowledge 

motivation of the C/Ps increased.  

6) MOH trusts Japanese support, therefore, Cambodian side, especially higher officials asked to the Japan

side to support the creation of important regulations to Japan.  

 

3-4 The inhibiting factors  

1) Due to the budget constrain from the Japanese side and reform of CEDHP (originally named ED

allocation in Cambodia, the outputs and activities related to CEDHP were forced to be revised.  

2) Recent increase of work volume of HRDD, especially implementing accreditation system of priv

teaching institutes, and National Exit Exam without increasing number of the staff, and to implement

coordination activities among the parties concerned was challenging.   

3) The delay of decision making in MOH on responsible organization for licensing and registration 

slowed down the Project activities. 

 

3-5 Conclusion 

As the result of mid-term review, this Project is relevant because it is fit to the needs of the 

beneficiaries, policy of both governments of Cambodia and Japan. Graduates from the Bachelor 

Bridging Course in Thailand attained expertise and capacity of professional nurse. After returning to 

Cambodia, not only they are working as teachers in RTCs, but also they are planned and expected to 

contribute to Bridging Courses in country. In addition, the Nursing Regulation provides basic legal and 

regulatory framework of not only nursing education, but also nursing services. These made the Project 

effective. Involvement of Japanese and Thai experts who have deep understanding of the Project and 

nursing regulatory framework, and operation with minimal input made the Project efficient. Positive 

impact was observed for example, the necessity for formulating regulations of Medical Doctors, 

Dentists, Pharmacists and midwives was acknowledged widely in the Ministry of Health. In addition, 
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creation and distribution of the inventory of regulations to the Ministry of Health, Provincial Health 

Department, Referral Hospitals and Development Partners enhanced their better understanding and 

utilization of the regulations. 

The sustainability of this Project seems to be relatively high because the graduates of the Bachelor 

Bridging Course in Thailand can be expected to foster in country bachelor students by teaching what 

they have learned in Thailand. However, the sustainability can be advanced with the MOH’s strategic 

effort to utilize graduates of Bachelor Bridging Courses in Thailand. As a result, two indicators of 

project purposes, ie. The national nursing licensing system is started and the reports of returned teachers 

from the Bachelor Bridging Course are shared among nursing/midwifery teachers in Cambodia are most 

likely to be achieved by the end of the Project. There is a possibility that the Project purpose “The 

education basis for quality co-medicals (mainly nursing/midwifery human resources) is improved by 

enhancement of HRDD management capacity” will be achieved.  

However, the decision by the Ministry of Health regarding the authorization of responsible 

organization for licensing and registration and nursing regulation and was delayed which affected the 

Project’s progress.  

Moreover, in spite of the strong commitment by the management of MOH, due to urgent needs of 

formulating nursing school management regulations, and considering the current work volume, HRDD 

is facing difficulties to formulate Midwifery Regulations with their initiative.  

 

3-6 Recommendations 

(1) To the Project  

1) Considering the current workforce, volume and responsibilities of HRDD, and emerging and urgent 

issues such as newly opening private nursing colleges, the project should especially focus on Output 1 

activity 1-6, and all of the activities in Output 3 in the latter half of the Project.  

 The followings are recommendations to revise in the PDM.  

・The following two regulations are recommended to be clarified in activity 1-6.  

1-6-1 “Prepare regulation for opening nursing school (Joint Prakas Level)  

     “Prepare reporting system for nursing education (Joint Prakas Level).  

・1-7 “Prepare draft of regulations for operating nursing service (Prakas level)” is recommended to 

be deleted because HRDD is not the main responsible department.  

2) The Project should utilize the Bachelor Bridging Course graduates strategically, within the visions to 

strengthen the nursing and midwifery education system. Nursing Midwifery Education Improvement 

Framework has been shared by HRDD with the Team. The Project should develop and implement the 

strategic vision and activities to strengthen nursing education including utilization of bachelor holders 

as organized human resource team. 

3) The Project should consider follow up activities for the Bachelor Bridging Course graduates to 

maintain their knowledge, motivation, and connection.  

4) JICA should promote collaboration between this Project and the Project for Improving Maternal and 

Newborn Care through Midwifery Capacity Development in order to effectively utilize graduates from 
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Bachelor Bridging Course in Thailand for preceptor training in nursing and midwifery. 

5) The Project should summarize and report how the Bachelor Bridging Course at SLC and its graduates 

are utilized and contribute to nursing and midwifery education in Cambodia by the end of the Project. 

(2) To the Ministry of Health 

1) The MOH should make final decision on the responsible organization for licensing and registration 

for nursing immediately by making consensus between relevant authorities. (by 7th April, 2013). 

2) Regarding output2, responsible implementation body for formulating Midwifery Regulation should 

be appointed or established for the Project to work on the activities.   

3) MOH should allocate the graduates from the Bachelor Bridging Course in Thailand to work at HRDD 

and HSD as resource persons for nursing professions as soon as possible.  

4) Improving the salary and incentives for nursing and midwifery educators should be considered to 

obtain highly qualified nurses and midwives as teachers.  

5) Nursing service and nursing education should be consistent. Collaboration and alignment between 

nursing services and nursing education must be strengthened.  

 

3-7 Lessons Learned: 

(1) Since the Bachelor Bridging Course in Thailand was evaluated as effective and efficient, utilization 

of resources in nearby countries shall be promoted.   

(2) From the experiences of attending Southeast Asia nursing and midwifery workshop provided by the 

National Center for Global Health and Medicine (NCGM) in Tokyo, actively participating in workshops 

related to nursing education and nursing administration in countries abroad is effective to gain more 

understanding of the health systems in one’s own country.  

(3) It was effective to revise the project design more specifically after one year from the start of the 

Project. Adding revision to the project design before the mid-term review must be considered positively 

in other projects.  

(4) Projects for formulating regulations and establishing legal framework related to health sector are 

very important to solidify the foundation of the health sector management. However, human resources 

with high expertise in this field are limited. Therefore, capacity development of the human resources in 

this field shall be enhanced.  

(5) Projects regarding the formulation of regulations, the Japanese experts should especially focus on 

working side by side with the counterparts so that the counterparts can produce further outcome even 

after the Project finishes.  
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第１章 評価調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

JICAは、2010年6月22日から2015年6月21日までの予定で、カンボジア王国（以下、「カンボジア」

と記す）保健省（Ministry of Health ：  MOH）、人材育成部（Human Resources Development 

Department： HRDD）をカウンターパートとしてカンボジア王国「医療技術者育成システム強化

プロジェクト」を実施している。プロジェクト開始から2年8カ月が経過したことから、今までの

実績の検証を行い、2011年11月の運営指導調査団派遣時の合同調整会議（JCC）で修正したプロジ

ェクトデザインを見直し、これまでの実績及び成果の評価並びにプロジェクトの残り期間の課題

及び今後の方向性を明確にすることを目的として中間レビュー調査団が派遣された。 

 

１－２ 調査方法 

① PDM（運営指導調査団派遣時の合同調整会議で修正されたPDM3）、作業工程表（Plan of 

Operation：PO）（運営指導調査団派遣時の合同調整会議で修正されたTentative Schedule of 

Implementation：TSI2、今回から名称をPOに変更）に基づき、プロジェクトの投入実績、活

動実績、計画達成度を調査・確認し、問題点を整理した。また、実績の収集及び関係者へ

のインタビュー等を通じ、これまでの過程で特筆すべきこと、今後の課題を抽出した。 

② 評価5項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）の観点から、プロジェク

トチーム、カンボジア側関係者とともにプロジェクトの中間レビューを実施した。 

③ 上記評価結果に基づき、今後の活動内容について協議し、PDMを修正、今後のPOを確認し

た。また評価結果に基づき、今後の活動計画を進めるにあたっての課題やその対応策、プ

ロジェクトに影響を及ぼす外部要因の現状とその対応策について協議し、評価報告書の提

言として取りまとめた。 

④ JCCにおいて、評価・協議結果を確認し、ミニッツとして取りまとめ、署名交換した。 

 

１－３ 調査団の構成 

No 担 当 氏 名 所 属 現地滞在期間 

1 団長/総括 牧本 小枝 
JICA人間開発部保健第二グループ保健第

三課課長 

2013年2月28日～

3月7日 

2 技術参与 明石 秀親 
国立国際医療研究センター国際医療協力

部研修企画課長 

2013年3月2日～ 

3月7日 

3 協力企画 高山 結衣 
JICA人間開発部保健第二グループ保健第

三課職員 

2013年2月27日～

3月7日 

4 評価分析 渡辺  博 株式会社国際開発センター 
2013年2月18日～

3月7日 

現地参加： 

国立国際医療研究センター国際医療協力部派遣協力課：園田美和 

JICAカンボジア事務所：金澤祥子 所員〔タイSaint Louis College（SLC）訪問含む〕 
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１－４ 調査日程 

付属資料2 評価調査日程（実績）参照 

 

 （1）官団員 

団長  ：2013年2月28日～3月7日（8日間） 

協力企画：2013年2月27日～3月7日（9日間） 

技術参与：2013年3月2日～3月7日（6日間） 

 

 （2）評価コンサルタント：2013年2月18日～3月7日（18日間） 

 

１－５ 主要面談者 

付属資料3 主要面談者リスト参照 

 

１－６ 中間レビューの方法 

中間レビューは『新JICA事業評価ガイドライン第1版』に沿って実施され、評価分析担当団員が

2月19日からプロジェクトで実績の確認、関係者からのヒアリング、設備、成果品等の視認などの

方法により、プロジェクトの当初計画と活動実績、計画達成状況、評価5項目評価に必要なデータ・

情報の収集、整理、分析を行った。 

主な調査項目と情報・データ収集方法は以下のとおりである。 

 

主な調査項目 
情報・データ

収集方法 

実績の検証 

投入は計画どおり実行され

たか 
専門家派遣、機材供与、経費 実績表、視認 

成果は計画どおり産出され

ているか 
成果1、2、3の実績検証 

インタビュー、

実績表 

実施プロセ 

スの検証 

活動は計画どおりに実施さ

れているか 

当初のPOに従った形で活動が実施

されているか 

文献調査、 

インタビュー 

プロジェクトマネジメント

体制に問題はないか 

モニタリングの仕組み、意思決定プ

ロセス 

文献調査、 

インタビュー 

カウンターパートの意識と

配員状況 

カウンターパートは予定どおり配

員されており機能しているか 

文献調査、 

インタビュー 

実施過程で生じている問題

はあるか 

問題はあるか、問題が生じている場

合原因は何か、どうのように対応を

したか 

文献調査、 

インタビュー 

妥当性 

本プロジェクトの必要性は

高いか 

カンボジア、保健省、日本側の政策

と合致しているか 

文献調査、 

インタビュー 

本プロジェクトの優先度は

高いか 

カンボジア、保健省、人材育成部

（HRDD）の政策優先度 

文献調査、 

インタビュー 

有効性 

プロジェクト目標達成の見

込みはあるか 

達成要因と阻害要因は何か。阻害要

因の対応は 

文献調査、 

インタビュー 

プロジェクト活動は成果達

成に有効か 

活動と成果の因果関係はどうなっ

ているか 

文献調査、 

インタビュー 
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効率性 

成果はそれぞれ達成しつつ

あるか 
各成果指標の達成度 

文献調査、 

インタビュー 

成果を産出するために十分

な活動が行われたか 
各活動の実施状況確認 

文献調査、 

インタビュー 

インパクト 

上位目標の達成予測 

上位目標はプロジェクトの効果と

して発現が見込まれるか。その方策

は考えられているか。 

文献調査 

インタビュー 

プロジェクトの波及効果、

影響はあったか 

政策、法律・制度への影響、ジェン

ダー、人権、貧富等社会文化面への

影響、環境、技術、社会、受益者へ

の影響 

文献調査、 

インタビュー 

 

自立発展性 

政策・制度面 

政策支援は協力後も継続するか。技

術の普及を支援する政策的取り組

みは担保されているか 

文献調査 

インタビュー 

協議 

組織・財政面 

協力終了後も効果を上げていくた

めの人材配置、オーナーシップ、予

算の確保はあるか 

文献調査 

インタビュー 

協議 

軌道修正の 

必要性 

調査結果を受けての検討事

項 

上位目標、プロジェクト目標、成果

並びにその指標の軌道修正必要性 
協議 

プロジェクトに影響を与え

る新たな外部条件 

運営指導時に指摘された問題点、課

題、リスクに対する対応実績。想定

していなかった問題点、課題、リス

クに対する対応をどうするか 

協議 
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第２章 プロジェクトの概要 
 

２－１ 協力の背景 

カンボジアは、内戦の影響を受けて国内全域で保健医療体制の整備が立ち遅れ、内戦等の歴史

的事情による医療従事者の絶対的不足や、基礎的な国家制度の未整備（医療法、国家試験、免許・

登録制度の欠如）など、医療人材にかかわる多くの課題を抱えており、国家人材開発計画（2006

～2015年）に基いて保健人材偏在と助産師不足の解消をめざしている。 

JICAは2003年から2008年まで「医療技術者育成プロジェクト」を通じて看護・臨床検査・放射

線・理学療法の4学科を対象に支援を実施し、医療技術者育成教育の必須要件を定めた規則が政令

及び省令として発布された。これらの規則により、医療技術者育成のための基礎的な制度・基盤

が確立されたものの、さらに同制度に基づいた教育の提供やその質の向上が必要となっている。 

かかる状況の下、カンボジア保健省は、医療技術者育成において重要な役割を果たす教員の質

を担保するために、教員の質の標準化を図りたいとして、特に看護及び助産に係る保健省人材育

成部（HRDD）の能力強化を目的とした技術協力プロジェクトを要請した。 

同要請を受け、JICAは、保健省人材育成部をカウンターパート（C/P）機関として、2010年6月

から2015年6月までの5年間の予定で「医療技術者育成システム強化プロジェクト」（以下、「プロ

ジェクト」）を実施しており、現在、シャトル型でチーフアドバイザー1名を派遣、長期専門家2名

（看護教育/看護助産行政、評価・モニタリング/業務調整）、その他各分野の短期専門家を年間5名

程度派遣している。プロジェクトでは活動の柱のひとつとして看護人材に関する規定の草案策定

を行うこととしており、看護規則及び国家資格に係る省令/ガイドライン草案が策定された。また、

カンボジアでは学士号を取得した看護師が少なく、適切な教育を受けた質の高い看護教師の確保

が難しいため、看護学士号を取得させるためにタイのセント・ルイス短期大学（SLC）のブリッジ

コースに、合計26名の看護師及び看護教員を留学させ、既に1期生5名は卒業し帰国している。 

今回実施した中間レビュー調査では、カンボジア保健省と合同で、本プロジェクトの目標達成

度や成果等を分析するとともに、プロジェクトの残りの期間の課題及び今後の方向性について確

認し、合同調整委員会（JCC）にて合意することを目標とした。 

 

２－２ 協力内容 

 （1）協力期間：2010年6月22日～2015年6月21日（5年間） 

 

 （2）プロジェクトデザイン： 

1）上位目標： 

保健人材育成システムを通して、質の高い医療技術者が育成される。 

 

2）プロジェクト目標： 

HRDDのマネジメント能力が強化されることによって、質の高い看護/助産人材を中心と

する保健医療人材の教育の基盤が改善される。 

 

3）成果： 

1．看護人材に関する規則類の草案が整備される。 
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2．助産人材に関する規則類の草案が整備される。 

3．学士号を取得した者を中核とした看護助産教員の指導の質が向上する。 

 

4）活動： 

1-1 既存の保健人材に関する規則を整理しインベントリーリストを作成する。 

1-2 看護教育と看護サービスに関する基礎調査を実施する。 

1-3 看護規則（資格・教育・サービス）草案策定のための委員会、作業部会を設置する。 

1-4 看護規則（政令レベル）草案を準備する。 

1-5 看護資格制度に関する施行規則（省令レベル）草案を準備する。 

1-6 看護教育に関する施行規則（省令レベル）草案を準備する。 

1-7 看護サービスに関する施行規則（省令レベル）草案を準備する。 

1-8 策定された看護規則を普及する。 

1-9 策定された省令の実施をモニターする。 

2-1 助産分野（教育・サービス）に関する情報を収集・分析する。 

2-2 助産規則（資格・教育・サービス）草案策定のための委員会、作業部会を設置する。 

2-3 助産規則（政令レベル）草案を準備する。 

3-1 看護/助産分野の既存/新任教員のための学士ブリッジコース（於タイ）を開発する。 

3-2 タイで学士号ブリッジコースを実施する。 

3-3 タイ学士号ブリッジコースのモニタリングとコース改善を行う。 

3-4 帰国教員が看護教育活動に従事する。 

 

 （3）対象地域：全国 

 

 （4）実施機関：保健省人材育成部（HRDD） 

 

 （5）実施協力機関：保健省病院サービス部（HSD）、タイ セント・ルイス大学（Saint Louis College：

SLC）、国立医療技術学校（Technical School for Medical Care：TSMC） 

地方看護・助産学校（RTC） 

 

 （6）対象グループ：保健省人材育成部（HRDD） 

 

２－３ 実施体制 

本プロジェクトの実施体制は、カンボジアHRDDカウンターパート4名（プロジェクトダイレク

ター；保健省次官、プロジェクトマネジャー；人材育成部長、プロジェクトコーディネーター；

人材育成部副部長、メインカウンターパート；人材育成部副部長）と、日本人チーフアドバイザ

ー（シャトル型）、日本人長期専門家2名、短期専門家によるプロジェクトチームにより構成され

ている。プロジェクトチームに対して、保健省、JICAカンボジア事務所、日本国内支援委員会が

支援を行う体制となっている。 
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第３章 評価の方法 
 

３－１ 評価のフレームワーク 

JICAはプロジェクトサイクルマネジメント手法によりプロジェクトマネジメントを実施してい

る。プロジェクトサイクルマネジメント手法では、プロジェクト開始時に事前評価を実施し、開

始2年後に中間レビュー、終了約6カ月前に終了時評価を実施することとなっている。中間レビュ

ーでは、プロジェクト開始2年間の活動実績、計画達成状況を基に、プロジェクト後半の実施のた

めに当初計画した活動、成果、目標、指標などの見直しを行い、プロジェクト終了時に成果が発

現するよう、必要であれば修正を行うことを目的として実施される。このため、中間レビューで

は評価5項目のうち、妥当性、有効性、効率性に特に重点を置いた評価が行われる。 

 

３－２ 評価実施体制 

中間レビューは、カンボジア側と合同の合同調整委員会（Joint Coordination Committee：JCC）

にて実施された。JCCの参加者は、保健大臣、保健省次官2名、人材育成部長、人材育成部副部長、

チーフアドバイザー、看護規則/看護行政専門家、評価モニタリング専門家/業務調整員、JICAカン

ボジア事務所次長、同所員、JICA中間レビュー団員であった。 

 

３－３ 評価実施方法 

評価は、国内準備、現地派遣、帰国後整理の3段階で実施された。業務実施フローを図示すると

以下のとおりとなる。 

 

国内準備  現地調査  帰国後整理 

（5日間）  （2013年2月18日～3月7日）  （5日間） 
     

情報収集分析     
     

業務実施計画書 
 

評価手法説明 

合同評価 

評価調査結果要約表 
 

    

評価グリッド案 
 

帰国報告会 
 

    

質問表作成配布 
 

関係者ヒアリング
 

     

対処方針会議 
 Saint Louis College

留学生 

ヒアリング 

 調査報告書 
 

図－１ 業務実施フロー 
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各段階の評価業務詳細は以下のとおりである。 

 

 業務項目 詳細内容 

1 ＜国内準備期間＞ 

2013年2月上旬～2月中旬 

・ 情報収集、プロジェクト内

容の把握 

・ 評価グリッド案作成 

・ 質問表作成・配布 

① 既存の文献・報告書等（事業進捗報告書、業務

完了報告書、合同調整委員会議事録、専門家報

告書、活動実績資料等）をレビューし、プロジ

ェクトの実績（投入、活動、アウトプット、プ

ロジェクト目標達成度等）・実施プロセスを整

理・分析した。 

② 既存のPDMに基づき、プロジェクトの実績、実

施プロセス及び評価5項目ごとの調査項目とデ

ータ収集方法、調査方法等を検討し評価グリッ

ド（案）を作成した。既存のデータ・情報と現

地で入手・検証すべき情報を整理した。 

③ 評価グリッド（案）に基づき、プロジェクト関

係者〔プロジェクト専門家、カウンターパート

機関、タイセント・ルイス短期大学（Saint Louis 

College：SLC）関係者、タイSLC留学生及び卒

業生、世界保健機関（World Health Organization：

WHO）等の他ドナー〕に対する質問票（案）（英

文）を作成し、プロジェクト経由で配布した。

④ 国内で収集可能なデータを整理・分析した。 

2 ＜現地派遣期間＞ 

2013年2月18日～3月7日 

・ 評価手法説明 

・ 現地状況把握 

・ ヒアリング 

・ 合同評価実施 

① JICAカンボジア事務所等との打合せに参加し

た。プロジェクト関係者に対して、『新JICA事業

評価ガイドライン第1版』に基づいた評価手法に

ついて説明を行った。 

② カンボジア側カウンターパートと協議し、評価

グリッドに基づいて事前に作成、配布した質問

票を回収・整理するとともにプロジェクト関係

者に対するヒアリング等を行い、プロジェクト

実績（投入、活動、アウトプット、プロジェク

ト目標達成度等）・実施プロセス等に関する情

報・データの収集・整理を行った。 

③ タイSLC留学生のうち、1期生として卒業した5

名、現在留学中である2期生15名及び3期生6名、

SLC関係者らとヒアリングを行い、これまでの

成果及び今後の課題を抽出した。 

④ 収集した情報・データを分析し、プロジェクト

実績の貢献・阻害要因を抽出した。 

⑤ 評価5項目の観点から評価を行い、合同評価報告

書案を取りまとめた。 

⑥ 調査結果や他団員及びカンボジアカウンターパ

ートからのコメント等を踏まえたうえで、PDM

及びPO（今回、呼称をTSIからPOに変更した）

の修正案を取りまとめた。 
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⑦ 合同評価報告書（案）に関する協議を行った。

⑧ 協議議事録（Minutes of Meeting：M/M）を作成

した。 

3 ＜帰国後整理期間＞ 

・ 評価報告書作成 

① 評価調査結果要約表を作成した。 

② 中間レビュー調査報告書を作成した。 
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第４章 実績の確認 
 

４－１ 投入実績 

日本側は、人的資源として長期専門家2名（看護管理・看護教育、業務調整/評価・モニタリング

合計59MM）、短期専門家7名［チーフアドバイザー、看護管理・看護教育、プロジェクト運営、看

護行政（2名）、看護教育・実習病院基礎調査、登録資格制度派遣回数16回15.4MM］合計9名の投

入が行われ、MMでは2013年1月末現在合計74.4MM の投入が行われた。また、車両1台をはじめと

する資機材（2万9,444米ドル相当）並びに業務費（54万9,576米ドル相当 タイ看護学士ブリッジ

コース費用含む）が供給された。カンボジア側の投入はカウンターパートチーム（プロジェクト

ダイレクター；保健省次官、プロジェクトマネジャー；HRDD部長、プロジェクトコーディネータ

ー；HRDD副部長、メインカウンターパート；HRDD副部長 合計4名）が投入された。カンボジ

ア側は事務所、家具、備品、光熱費の投入を行った。いずれの投入も運営指導調査時に変更され

た計画に従って実施された。タイでの看護学士号ブリッジコースに関しては15名の当初計画人数

に対して11名の追加投入があり、合計26名が受講した。 

 

４－２ 活動実績 

本プロジェクトは2011年の運営指導調査団訪問時のJCCで成果と活動が変更となり、変更後のプ

ロジェクト活動は、合計16活動となっている。活動実績は以下のとおりである。 

 

活動番号 活動内容 活動実績 

1-1 既存の保健人材に関する規則を整

理しインベントリーリストを作成

する。 

① Law and regulation related to education 

health sector November 2012、 

② Compilation of Law in health sector January 

2013 

③ Compilation of law and regulation related to 

management of private medical, paramedical 

and medical aide January 2013 

 の3冊を作成済 

1-2 看護教育と看護サービスに関する

基礎調査を実施する。 

実施済。報告書Survey on nursing education in the 

public sector and nursing services at sites for 

clinical sector in Cambodia March 2012作成、配布

済 

1-3 看護規則草案策定のための委員

会、作業部会を設置する。 

委員会、書記局、2ワーキンググループが設置

されている。 

1-4 看護規則（政令レベル）草案を準

備する。 

Sub-Decree of Nursing Professional草案が作成さ

れたが、まだファイナルになっていない。2月

に最新版草案をプロジェクトから保健大臣に

レポートした。 

（看護規則草案準備のため、以下の調査、用語

集を作成した） 

① 『私立病院診療所開業許可・登録制度調査

報告書』2012年2月 

② Licensing and registration system for health 
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professionals in Cambodia March 2012 

③ Terminology of Draft of Sub-decree of nursing 

professional and terminology of midwifery and 

nursing care August 2012 

1-5 看護資格制度に関する施行規則

（省令レベル）草案を準備する。

日本人専門家が草案を準備中 

1-6 看護教育に関する施行規則（省令

レベル）草案を準備する。 

未着手 

1-7 看護サービスに関する施行規則

（省令レベル）草案を準備する。

未着手 

1-8 策定された看護規則を普及する 未着手 

1-9 策定された省令の実施をモニター

する。 

未着手 

2-1 助産分野に関する情報を収集、分

析する。 

未着手 

2-2 助産規則草案策定のための委員

会、作業部会を設置する。 

未着手 

2-3 助産規則（政令レベル）草案を準

備する。 

未着手 

3-1 看護/助産分野の既存/新任教員の

ための看護学士号ブリッジコース

（於タイ）を開発する。 

2011年8月 SLCとプロジェクトの間で協定書

を締結した。コース実施にあたっては、タイ看

護学士号標準カリキュラムにカンボジア側で

必要とされた基礎看護学を強化し、英語、プレ

クリニカルプラクティス、教授法を追加した学

士ブリッジコースのカリキュラムを開発した。

また、研修生に対し、カリキュラムに沿った学

習とは別に、基礎調査から明らかになったカン

ボジアの看護教育の課題を改善するため期ご

とに特別課題を課した。 

特別課題の内容は以下のとおりである。 

1期生 ①学校組織、学校シラバス 

②病院実習システム 

③講義と評価 

2期生 ①看護プロセス 

②看護研究 

③コミュニティ健康管理 

3期生 ①タイ看護カウンシル、看護協会、タ

イ看護助産師法 

②病院内看護組織 

3-2 タイで看護学士号ブリッジコース

を実施する。 

実施済 

1期生5名 2011年8月～2012年10月 

 実施中 

2期生15名 2012年2月～2013年3月 

3期生 6名 2012年12月～2014年4月 
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3-3 タイで看護学士号ブリッジコース

のモニタリングとコース改善を行

う。 

プロジェクトは、2011年8月から2013年1月の間、

14回モニタリングを実施し、プレクリニカルプ

ラクティスを見学だけから実践活動を取り入れ

たものへ改善、特別課題の進捗状況確認と現状

に関する課題の確認、生活費改訂、宿舎環境向

上などのコース改善が行われた。 

3-4 帰国教員が看護教育活動に従事す

る。 

2012年 10月帰国した 1期生は、現在所属の

Kamong Cham RTCとStung Treng RTCで看護教

育活動に従事している。 

 

４－３ 成果達成状況 

本プロジェクトの成果は運営指導調査団訪問時のJCCで変更され、変更後の成果は下記の3点と

なった。それぞれの成果の達成状況は以下のとおりである。 

 

成果番号 成 果 達成状況 

1 看護人材に関する規則類の草案が

整備される。 

指標1-1 政令レベル看護規則は起草されて、

保健省法令策定委員会審議が最終段

階にある。 

指標1-2 省令レベルについては看護資格制度

に関する施行規則（省令）について

日本人専門家が準備を開始した。 

2 助産人材に関する規則類の草案が

整備される。 

未着手 

3 学士号を取得した者を中核とした

看護助産教員の指導の質が向上す

る。 

指標3-1 看護学士号取得教員による特別課題

に関する報告書は完成されていない

が、1期生は2013年4月開催予定のワ

ークショップに向けて準備中であ

る。2012年10月1期生5名が看護学士

号を取得して帰国後、帰国報告会を

実施した。 

指標3-2 1期生5名は現在、所属のRTCで、教

員として指導しているが、講義の質

については帰国後間もないので確認

されていない。 

指標3-3 学生による講義に関する評価につい

ては確認していない。 

 

４－４ プロジェクト目標達成状況（見込み） 

本プロジェクトの目標である「HRDDのマネジメント能力が強化されることによって、質の高い

看護助産人材を中心とする保健医療人材の教育の基礎が改善される」については以下の指標がい

ずれも達成されつつあることから、プロジェクト終了時までに達成する見込みが高いものと評価

する。ただし、助産教員養成については取り組まれているが、助産規則については未着手である。 
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＜指標1＞ 「看護師の国家資格制度（登録→免許付与）が始まる」については国家試験が実施さ

れていること、資格を付与する責任機関を最終決定する段階にきており、資格制度を実施する省

令の準備が計画されている。 

 

＜指標2＞ 「学士号取得ブリッジコース帰国教員による報告書がカンボジアの看護助産教員に共

有される」については帰国報告が実施され、1期生による特別課題に関する報告書が2013年4月に

教員、病院実習指導者を対象とするワークショップで共有される予定であること、2期生、3期生

についても特別課題が出されている。 

 

これらに加えて、HRDDのマネジメント強化については、HRDDが中心となって看護人材に関す

る政令を策定しつつあること、そのプロセスを通じて、法制度の枠組みの理解とその整備の重要

性、行政の役割、規程類の遵守に関する報告・モニタリングの重要性に対する認識が深まったこ

とが観察された。 

 

４－５ 上位目標達成状況（見込み） 

本プロジェクトの上位目標である「保健人材育成システムを通して質の高い医療技術者が育成

される」は、その指標である「新しい制度下で看護助産師の資格を得た看護助産師の数が増える」

がプロジェクト終了時までに看護師に関しては達成される見込みであるが、助産師に関しては不

明である。 

 

４－６ 実施プロセスに関する特記事項 

① プロジェクト開始直後、カウンターパート研修を実施したことにより、研修参加者が看護

規則制定の意義、重要性を強く認識することとなり、本プロジェクト実施に有効であった。 

② 本プロジェクトは医療教育機関の構造改革と日本側の予算抑制の結果、チーフアドバイザ

ーがシャトル型となり、さらに2011年の運営指導調査時に成果と活動が見直された。 

③ 日本国内においては看護行政官、及びその経験者による国内支援委員会を立ち上げ、プロ

ジェクトに対する支援を行った。支援委員会メンバーが短期専門家として派遣されて技術

支援を行った。 

④ HRDD担当次官が本プロジェクトダイレクターではなかったことから、プロジェクトの実施

にあたっては本プロジェクトダイレクターである次官だけではなく、HRDD担当次官との調

整・報告を行う必要があった。 

 

 



 

－13－ 

第５章 評価結果 
 

５－１ 評価結果 

５－１－１ 評価5項目による評価 

（1）妥当性 

妥当性は、プロジェクトの目標が、受益者のニーズと合致しているか、援助国側の政策

と日本の援助政策との整合性はあるか、公的資金であるODAで実施する必要があるか、と

いった「援助プロジェクトの正当性」を問う視点である。PDMでは、主にプロジェクト目

標や上位目標に着目し、それら目標が、日本の援助事業としての妥当性があるかなどをみ

ることとなっている。 

「カンボジア戦略的開発計画2009-2013」「保健戦略計画2008-2015」「保健関係従事者開発

計画2006-2015」によると、カンボジアでは医療技術者が不足しており、保健人材の育成、

技能向上、職能団体強化が喫緊の課題とされている。 

また、2015年を目標とするASEAN医療技術標準相互認証についてはラオスとカンボジア

の整備が遅れており、まだ保健人材に関する規則類を制定していないカンボジア政府にと

り、制定は喫緊の課題となった。 

日本政府の対カンボジア支援政策の中で、保健医療分野は人道的観点から極めて重要で

あり引き続き支援していくとされている。また、JICAの事業実施方針では医療分野におけ

る人材育成や組織制度強化を通じた保健システム全体の強化に対する支援を重視している。

本プロジェクトは日本の国別援助政策、国際保健政策、JICAポジションペーパー等に合致

している。 

カンボジアには看護に関する定義、看護師の資格に関する定めがなく、看護規則と免許、

登録、免許更新制度など関連する省令やガイドライン類を整備することで看護業務の明確

化や看護師資格の厳正化が図られることとなった。看護職種に関する規程類整備は看護専

門職の明確化や資格制度、看護サービスの質の担保の基礎となる。また、看護学校教員で

は学士号をもたない教員が多数を占めており、修士が1名しかおらず、博士はいないなかで、

看護の高等教育化が始まっていることから、看護教員の育成システムの確立も求められて

いる。 

こうしたことから、本プロジェクトはカンボジア、日本両国の政策と合致しており、カ

ンボジア国民や看護師、看護学校教員のニーズにも合致しており、妥当性は高いと評価す

る。 

 

（2）有効性 

有効性は、プロジェクトの実施により本当にターゲットグループへ便益がもたらされて

いるかを検証し、当該プロジェクトが有効であったかどうかを判断する評価項目である。

プロジェクト目標が期待どおりに達成されているか、それが成果の結果もたらされたもの

であるかを評価する。また、プロジェクト目標への外部条件の影響もみることとなってい

る。 

看護職種に関する規程類整備、免許登録制度、指導者の質の向上は、看護師の専門性、

社会的地位を高めるとともに、看護サービスの質の向上につながる。タイ看護学士ブリッ
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ジコースは国内で得られない質の高い教育機会を指導者に提供している。タイ看護学士ブ

リッジコース卒業生は、帰国後は職場で教育に従事するだけではなく、国内学士ブリッジ

コースにアシスタントとして協力することが計画されており、さらに看護・助産教育の質

の向上への貢献が期待される。こうして、看護人材に関する規則類の草案が整備され、政

府機関により承認され公布され、看護学士号を取得した者を中核とした看護助産教員の指

導の質が向上することにより、質の高い看護助産人材を中心とする保健医療人材の教育の

基盤が改善されることから、本プロジェクトの有効性は高いと評価する。 

 

（3）効率性 

効率性は、プロジェクト資源の有効活用という観点から、効率的であったかどうかを検

証する評価項目である。効率性では投入と成果の関係性をみる。投入コストが成果やプロ

ジェクト目標達成度合いに見合っているか、他の手段によってもっと効率的に行うことが

できたのではないかという視点である。 

タイ看護学士ブリッジコースは、カンボジアのニーズに応えつつ、2年弱の集中コースに

短縮できた。日本国内支援員会でプロジェクトの内容に精通している関係者が短期専門家

として派遣されることにより適切な助言を継続して行うことができた。また、タイでカン

ボジア看護学士ブリッジコースを担当しているタイ人指導者を第三国専門家講師としてカ

ンボジアに招聘し、カンボジアに対する適切な助言を得ることができた。タイでの研修費

用は、シンガポールやオーストラリアでの研修費用と比較すると、授業料だけでなく生活

費も含めて廉価であった。 

本プロジェクトではプロジェクトオフィスをカウンターパートと共有することにより円

滑な運営が確保されている。また、先行プロジェクトの機材を有効活用している。こうし

たことから、本プロジェクトの効率性は高いと評価する。 

 

（4）インパクト 

インパクトとは、本プロジェクトの遂行により、より長期的、間接的効果や、当初予期

しなかった波及効果がある場合を指す。インパクトにはプラスのインパクトだけでなく、

マイナスのインパクトもある。上位目標が期待どおりに達成される見込みであるか、それ

はプロジェクト目標が達成した結果、もたらされたものであるかをみる。 

看護規則策定により、医師、歯科医師、薬剤師、助産師などの医療関係他職種でも規則

策定の機運が高まり、保健省内外の関係者の法整備の意義や行政の役割への理解が深まっ

た。看護師の社会的地位の高いタイで看護学士ブリッジコースを受講したことで、参加者

が看護師であることに誇りをもつようになり、それを教育の場で学生に話すようになった。

2013年2月からタイ看護学士ブリッジコース卒業生1期生5名全員が、カンボジア国内教育学

修士ブリッジコースを受講する機会が得られた。法規程のインベントリーを作成したこと

により、保健省、州保健局、病院ほかドナー等に配布され、保健省の法規程類が広く理解

され、理解されるようになった。このように本プロジェクトでは、いくつかの正のインパ

クトが観察された。 
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（5）自立発展性 

援助が終了してもプロジェクトの効果が持続する見込があるかどうかを検証する。成果、

活動、投入の項目を参考にして、組織能力や、技術力をみたり、政策支援、社会・分化的

側面、環境要因などの諸要因との関連性をみるのが自立発展性の評価項目である。 

HRDDの能力が強化されたことで、看護規則策定以降の関連省令、ガイドライン策定の主

体はHRDDがオーナーシップをもって行うとしている。看護規則策定の経験を医師等の規則

に生かすことなどが予測されている。国内での看護学士号取得ブリッジコースにアシスタ

ントとしてタイ看護学士ブリッジコース卒業生の起用が検討されている。学士号取得者が

自発的にカンボジア国内で開始された教育学修士コースに参加している。こうしたことか

ら、本プロジェクトの自立発展性は比較的見込まれるものと評価する。 

ただし、保健省はタイ看護学士ブリッジコースの継続を希望しているものの、財政的な

面ではカンボジアで確保することができず、ドナーに頼らざるを得ない状況にあり、タイ

看護学士ブリッジコース卒業生の活用結果についてモニタリングし、ドナーからの予算確

保に向け働きかけるとともに、タイ看護学士ブリッジコース卒業の活用を戦略的に進める

ことでより高まるものと思料する。 

 

５－１－２ 阻害・貢献要因 

（1）効果発現に貢献した要因の分析 

以下、①～⑥が要因として考えられた。 

 

① 計画内容に関すること 

2015年を目標とするASEAN医療技術標準相互認証のため、まだ規則類を制定していな

いカンボジアにとり制定は喫緊の課題となった。 

② 保健省トップの強いコミットメントがあった。 

③ 実施プロセスに関すること 

ラオス看護プロジェクトでの経験から、タイにおける看護教育と看護ケアの質の高さ、

受入環境に関する情報があったことが、看護学士ブリッジコースにつながった。また、

タイ側との調整の結果、海外からの受入実績のあるSLCを選定することができたことが実

施プロセスでの貢献要因である。具体的には、カンボジア看護学位（Associated Bachelor 

Degree、Diploma）取得者の学力レベルを調査のうえ、語学、病院実習、教授法を追加し、

しかも通常よりも短い14カ月の学位取得コースを開発できた。 

④ 日本側では国内支援委員会を形成して支援を行った。 

⑤ ASEAN看護ワークショップに関係者が参加することで、近隣諸国の経験を共有し、日

本の看護行政を知る機会ができ、関係者の動機づけになった。 

⑥ 過去の支援実績から、保健省の高官が日本に対して固い信頼感を抱いており、カンボ

ジアにとり重要な規則の草案策定の支援を日本側に要請した。 

 

（2）効果発現を阻害した要因の分析 

以下、①～③が要因として考えられた。 



 

－16－ 

① 計画内容に関すること 

運営指導調査時に日本側の予算削減及びEducation Development Center（現在のCEDHP）

の位置づけ変更の影響により、成果、活動の見直しを行わざるを得なかった。 

② 実施プロセスに関すること 

優先順位の高い看護学校認可に関する業務や国家試験の実施などHRDDの業務量が増

加したこと、縦割りの強い保健省の中で看護規則草案策定のような教育とサービスをつ

なぐ組織横断的な活動を行うことに関係者は消極的であった。 

③ 保健省内の意思決定に時間を要したことにより看護師免許登録責任機関の決定が遅れ

たことなどが効果発現の阻害要因であった。 

 

５－２ 結論（評価結果総括） 

中間レビューの結果、本プロジェクトは受益者のニーズ、カンボジア側、日本側の政策と合致

しており妥当性が高い。本プロジェクトで立ち上げたタイ看護学士ブリッジコースに関しては、

卒業生がカンボジアで足りなかった専門性・実践能力を身に着けて帰国し、RTCで教員として再び

働き始めているとともに、国内看護学士（Bachelor of Science in Nursing：BSN）の教育にも一部貢

献をすることが計画されているため、有効な活動であった。また、看護規則は看護教育の基礎と

なる法的枠組みを提供するだけでなく、看護サービスの基盤ともなるものであり、有効性は高い

といえる。プロジェクトと看護規則整備に知見をもつ日本及びタイの専門家の巻き込みや資機材

の有効活用は有効性を高めた。医師、歯科医師、薬剤師、助産師等の規則策定が保健省内で広く

認識されつつあること、法規定のインベントリーを作成したことにより、保健省、州保健局、病

院、他ドナー等に配布され、保健省の法規程類が広く理解され、利用されるようになったことな

ど正のインパクトが発現している。タイ看護学士ブリッジコース卒業生が帰国後、国内の学士号

ブリッジコースの教員として働くことが予定されており、彼らがタイで学んだ手法を参考に質の

高い教育を提供することにより、カンボジア国内の教育水準が高まり、持続性が担保される。一

方で、保健省が戦略的にタイ看護学士ブリッジコース卒業生の活用方法を検討することにより、

持続性がより強化される。看護規則策定に関連する省令やガイドラインの策定はHRDDが主体とな

るなど自立発展性がある。 

看護師の国家資格制度が始まりつつあること、学士号取得ブリッジコース帰国教員による教育

指導が始まっていることなどから、本プロジェクトの目標である「HRDDのマネジメント能力が強

化されることによって、質の高い看護/助産人材を中心とする保健医療人材の教育の基盤が改善さ

れる」は、プロジェクト終了時点までに達成する見込みが高いものと評価する。 

ただし、保健省の看護師免許と登録の責任機関をどこにするかの決定が遅れたことが進捗に影

響を与えた。プロジェクト後半の活動を予定している成果2については保健省上層部の強いコミッ

トメントがあり、かつ看護規則策定過程で得た教訓は助産師規則草案準備に役立つものと思料す

るものの、カウンターパートであるHRDDの業務優先度、より緊急性の度合いの高い看護学校監督

業務、業務量の現状、プロジェクトの残存期間等を考慮すると、PDMの見直し（対象から外す）

が必要であることをJCCに提案した。しかし、カンボジア側の強い要請により、最終的には成果2

はそのまま残すこととなったが、前提条件として「助産規則を策定するための責任機関が指名さ

れ、設立される」が追加された。 
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第６章 提言と教訓 
 

６－１ 提 言 

 （1）プロジェクトに対する提言 

① 看護助産人材に関する規則類整備については、HRDDの喫緊の課題（乱立する私立校の教

育の質を担保するための学校認可制度の充実と看護教育報告制度の強化）、人的資源の現

状、業務量、業務の所掌範囲、看護規則策定までに要した期間を考慮し、プロジェクト

後半は、看護規則実施策定に関連する看護教育の省令策定と、看護学士ブリッジコース

を活用した教育改善に注力するべきである。 

 

⇒PDMの見直し箇所 

・ 活動1-6に1-6-1として「学校認可制度に関する施行規則を準備する（合同省令レベル）」

を追加し、また、1-6-2「看護学校報告制度に関する施行規則を準備する（合同省令レ

ベル）」を活動として明記する。 

・ 活動1-7「看護サービスに関する施行規則草案を準備する」はHRDDの所掌範囲外であ

ることから削除する。 

・ 活動3-4「帰国教員が看護教育活動に従事する」をより具体的な活動にするため、次の

とおり修正する。「タイ看護学士ブリッジコース卒業生へのフォローアップを行い、国

内で今後優先的に取り組む活動計画を立案する」。また、以下の4活動を追加する。 

・ 活動3-5「今後優先的に取り組む活動計画を基にHRDDがタイ看護学士ブリッジコース

卒業生を国内で活用するための戦略を策定する」 

・ 活動3-6「優先的に取り組む活動を実施する」 

・ 活動3-7「国外の看護学士号取得者によるコアチームを形成し、教訓を共有したうえ

で、国内の環境教育改善のための戦略を検討する」 

・ 活動3-8「タイ看護学士ブリッジコース卒業生による活動や成果をテクニカルワーキン

ググループ及び開発パートナーとの会議で発表する」 

 

② 保健省HRDDにより、看護・助産教育システム強化に係るフレームワークがプロジェクト

及び調査団に対して提示された。同フレームワークに基づき、看護・助産教育システム

の強化ビジョンの中で、国内の看護・助産教育の改善に向けて、タイ看護学士ブリッジ

コース卒業生のコアチームを形成するなど、卒業生を戦略的に活用するべきである。 

③ タイ看護学士ブリッジコース卒業生のフォローアップ方法を検討するべきである。 

④ タイ看護学士ブリッジコース卒業生の活用においてJICA技術協力プロジェクトである

「助産能力強化を通じた母子保健改善プロジェクト」と連携を図り、病院実習指導者の

強化を行うべきである。 

⑤ プロジェクトはタイ看護学士ブリッジコースがどのようなものであったか、卒業生が看

護助産師教育に活用され、貢献したか、プロジェクト終了までに取りまとめ報告すべき

である。 
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 （2）保健省に対する提言 

① 看護師免許登録に関する責任機関を関係機関と調整のうえ、早急に決定すべきである 

② 助産規則に関する責任機関を早急に任命すべきである。 

③ HRDDや病院サービス部看護助産課への人員補強（タイ看護学士ブリッジコースに参加し

た看護師/助産師の登用）を早急に行うことが望ましい。 

④ 教員の待遇改善を通じて、質の高い教員確保を図るべきである。 

⑤ 看護サービスと看護教育の連携を強化するべきである。 

 

６－２ 教 訓 

① タイ看護学士ブリッジコースは、効果的・効率的であったことから、今後も近隣国のリソ

ース活用を積極的に行うべきである。 

② 国立国際医療研究センター（National Center for Global Health and Medicine：NCGM）が開催

する東京ASEAN看護助産ワークショップなど国外の看護教育・看護行政に関する交流に積

極的に参加することは、プロジェクト推進のみならず、当該国の保健医療の枠組みを強化

することに有効である。 

③ 開始1年後にプロジェクトデザインの見直しを行ったことが、活動の絞り込みに効果があっ

たことから、今後も必要があれば中間レビューを待たずにプロジェクトデザインの見直し

を積極的に行うべきである。 

④ 保健セクターのマネジメント基盤を強化するために、規則策定や法的枠組みを設立するプ

ロジェクトは大変重要である。しかし、この分野の専門性をもつ人材は限定されている。

したがって、この分野の人材育成に積極的に取り組むべきである。 

⑤ 能力開発、特に法規則や法的枠組みの整備のような取り組みの場合、カウンターパートに

寄り添って共に取り組む支援体制が重要である。 
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第７章 今後の方向性・総括 
 

７－１ プロジェクトの今後の方向性 

評価結果のとおり、これまで成果1及び成果3の活動について大きく進捗しており、プロジェク

ト活動後半では、プロジェクト前半で整備された規則や育成された人材を活用し、更にカンボジ

ア国内の看護教育の質の向上を戦略的に実施していくことが期待される。一方、成果2に関しては、

今後保健省が任命する責任機関の内容によりプロジェクトのかかわり方を定めて助産規則に着手

する必要があることから、しかるべき時期に再度運営指導調査を行い、プロジェクトのかかわり

方及び活動の具体化が必要となる。また、プロジェクトの限られた人員体制のなかで、効果的・

効率的にこれらの活動に着手し成果を達成することができるような工夫が求められる。 

成果1については、引き続きプロジェクト前半で整備した看護規則の草案の承認及び普及を保健

省上層部に促していく姿勢が必要である。また、追加された活動1-6-1 「看護学校認可制度に関す

る施行規則を準備する（合同省令レベル）」及び1-6-2「看護学校報告制度に関する施行規則を準備

する（合同省令レベル）」を通じて、現在喫緊の課題となっている私立看護学校増加に対応するべ

く、私立看護学校が提供する教育レベルの質を担保することが重要である。また、看護免許登録

制度整備の支援に関しても、他職種との連携及び調整を引き続き念頭に置き、いかなる手順で免

許登録制度を設立していくのか十分検討したうえで活動を行うことが必要である。 

成果2については、HRDDの人員体制による制約等が原因となり作成は未着手であるものの、保

健省からの強い意向により、助産規則を策定するための責任機関がHRDD以外で指名され、設立さ

れることを前提条件に加え、保健省の体制が整いしだい実施することになった。保健省が責任機

関を任命されたあとは、助産規則草案策定に係るプロジェクトのかかわり方及び具体的に活動内

容を保健省と調整するべく、運営指導調査を実施することが必要である。 

成果3については、タイ看護学士ブリッジコースの卒業生が続々帰国するなか、卒業生を活用し

て、より戦略的かつ具体的に看護教育向上の道筋を検討し、実施していくことが期待される。ま

た、タイから帰国後、各自勤務する地域看護・助産学校及び病院での勤務に戻ったあと、学士号

で得た知識及びモチベーションを維持し、同僚にタイの手法を普及する手法についてプロジェク

トでフォローアップを行うことにより、卒業生が勤務する学校及び病院の意識改革を狙うことが

重要である。 

 

７－２ 団長所感 （人間開発部保健第二グループ保健第三課長 牧本小枝） 

従来の看護分野の協力は、看護教育のカリキュラムの策定や教員の研修といったものが主であ

ったが、近年のASEAN域内での看護師資格の相互認証に向けたカンボジアでのニーズと本プロジ

ェクトのタイミングがちょうど合ったこともあり、本プロジェクトの前半は、看護師資格制度の

基礎となる看護規程の整備に取り組むこととなった。このような分野はJICAの協力の経験上新た

な分野であり、日本でもこの専門性をもつ人材は限られている。本プロジェクトでは、貴重な人

材を専門家と長期で配置でき、また有識者による国内支援を得ることができた。また、外部専門

家が作成して置いていくという多くの他ドナーが行っている方法ではなく、手間と時間はかかる

が1つ1つの条項の意味を関係者で確認しながら草案を保健次官に提出するところまでできた。 

HRDDケットポン部長の助産規則整備についてのちゅうちょ、ティアクルイ次官の規程整備につ

いての理解の深化は、関係者が理解を深め、必要な部局の調整プロセスをカウンターパートが実
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際に行うことで、その大変さをカウンターパートが実感した結果といえよう。 

SLC大学でのブリッジコースの現場を訪問し、関係者や帰国留学生と意見交換したが、留学生は

質の高い、手厚い指導を受け、多くを感じ、学び、得ている様子を実感した。その当面の実施に

ついてはニーズがあると考えられる一方で、カンボジア国内で既に大量の学士が育成されつつあ

る状況に、保健省とプロジェクトはどのようなシナリオをもって戦略的に取り組んでいくのかが

今後重要である。現地調査の期間中も、日本人専門家と、またケットポン部長と繰り返しその協

議を行った。帰国留学生を活用して、カンボジアの看護師育成の全体像のなかでどう進めていく

のかという戦略を鳥瞰的な視野をもって見直しながら残り期間のプロジェクト活動を効果的に進

めていただきたいと思料する。 

看護規則整備、ブリッジコースの設置にこれまで尽力してきてくださった関係各位に感謝申し

上げたい。 

なお、2名の担当次官がいることによる意思決定や指揮命令系統の複雑さは本プロジェクトの抱

える大きな困難ではあるが、行政的な意思決定について、ラインからは外れないようにこれまで

どおり最大限配慮しつつ進めていくことが肝要であろう。 

 

７－３ 技術参与所感（国立国際医療研究センター国際医療協力部研修企画長 明石秀親） 

カンボジアでの保健医療関連法規整備の重要性は計り知れない。そのなかで看護師に関する基

幹法規の草案作成を任されたのは、日本への信頼の現れと考えられる。 

プロジェクトの進捗としては、看護に関する法規程の草案づくり（成果1）は、免許・登録の責

任機関をどこにするのかということで足踏みを踏んでいるものの、ほぼ最後の段階に来ている。

プロジェクト・ダイレクターのエン・ホット次官は、National Exit Exam.の意味が「免許試験」で

はなく「卒業試験」と誤解しており（担当者のHRDDケット・ポン部長説明がそうだったというこ

とであるが）、外国の学校卒業生になぜもう一度卒業試験を受けさせるのかといったことに疑問を

感じていた。結局、これについては疑問が解けたと思われる（クメール語表記に問題ともみえる

が）。また免許交付の責任者は保健大臣で落ち着くものの、登録の責任者を各職種のカウンシルに

するのか、あるいは各カウンシルの代表者の集合体であるNational Boardにするのかについてはま

だ結論が出ていないが、大臣にも申し入れたこともあり、近々、結論が得られることを期待した

い。 

成果1の活動として、現在取り組みつつある免許交付の実施規則に当たる省令案の作成ほか、私

立学校乱立に対処すべく大学（学校）設置基準の制定や大学（学校）からの報告制度についての

省令を速やかに作成することの必要性が述べられ、その活動を含めることにした。また、HRDD

というより、病院サービス部看護課に関連すると思われる「看護サービス」に関する活動は外す

ことが合意された。 

成果2の助産の法規程案の作成に関する活動であるが、当初、HRDDの人材不足やHRDD以外の

カウンターパート（C/P）との共同作業をHRDD側が嫌ったため、プロジェクト後半でも着手する

ことは困難と判断し、HRDDの希望もあり、成果2を削除する方向で合意を取るべく調査団として

保健省の両次官に提案したが、再びエン・ホット次官の強い意向により残すことになった。ただ

し、その策定のための実施体制を明確にするよう要請し、次官もそのことを了承した。今後1、2

週間のうちに開催すると次官が言っていた会議で、実施体制などが決まるものと思われる。 

成果3の質の高い教員の育成については、タイのSLCでの看護学士ブリッジコースから26名の卒



 

－21－ 

業生が出る予定であるが、プログラムの評価も良く、今後も続ける希望がカンボジア側からも出

されていた。ただ卒業後のこれらの学士取得者の国内での有効な活用について明確な計画がない

と日本側としては継続できないという考えを伝えた。そのことについては保健省で2名ほど働ける

ように取り計らう予定など、比較的妥当な活用法が示されつつあることから、成果3の活動はある

程度の活動を読めるように記載するととともに、カンボジア国内での学士コースやその卒業生の

質改善に向けての具体的な内容については、4月に開催予定のワークショップで話される予定であ

る。これらの卒業生が単一の施設から送られたわけではないことから、今後は、例えば地域ごと

にグループをつくるなどして、これらの卒業生を組織化しグループとして活用する方法はあり得

よう。 

これらを踏まえて以下のような留意すべき点がある。①助産については今回も保健省次官の強

い意向もあり、成果から外さなかったが、今後、実施体制をみて、削除する必要が出てくる可能

性がある。②日本側の体制については今回、望月専門家が3月半ばに離任することから、後任人事

も含めて今後の体制を確認しておく必要がある。しかしながらこの分野の人材を見つけることは

非常に難しいといわざるを得ない。③保健省次官が2名（本プロジェクト担当のエン・ホット次官

と本プロジェクト内容の担当のティア・クルイ次官）が関係しており、両者のコミュニケーショ

ンの問題も含めて、プロジェクト運営上の難しさを孕んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７－４ PDM2の変更点 

PDMの変更箇所については以下、PDM2及びPDM3の対比表のとおり。 

 

プロジェクト目標 「指標」 

PDM2 PDM3 

1．看護師の国家資格制度（登録→免許付与が

始まる。 

2．学士号取得ブリッジコース帰国教員により

報告書がカンボジアの看護 /助産教員に共

有される。 

1．看護師の国家資格制度（登録→免許付与が

始まる。 

2．学校の活動報告書をHRDDが年次レビュー

で報告する。 

3．学士号取得ブリッジコース帰国教員により

報告書がカンボジアの看護 /助産教員に共

有される。 

4．看護学士ブリッジコース卒業生が担当した

クラスの数が増加する。 

Project Framework

Project

Regulatory 

Nursing

Licensing
School 

accreditation

Midwifery

Teachers’ 
quality

BA Bridging 
Course

Organize 
BABC

Output 1 Output 2

Output 3

To ensure the Quality of HR

School/University

Regulation

Accreditation, Monitor License, Registration

Regulation

Graduated
Teachers

Students

Training   in abroad: SLC

Organizing SLC graduates

Teachers

Preceptors

In‐country training 

・By Team
・On Specific  topics
・For Target teachers

Output 1 add:
Container:
For School/University

Output 1 exist
Products:
For Students

Output 3:
Producers:
For Teachers

Enter Graduate
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変更理由： 

PDM3 2. 追加＝活動1-6が具体化され、1-6-2の活動として看護学校報告制度に関する施行規則

を準備することが新たに加わり、学校報告状況をHRDDが管理し年次レビューで発表すること

により、HRDDの能力強化が図られたと判断するため、本指標が新たに加わった。 

PDM3 4.追加＝プロジェクト目標の一部である「質の高い看護/助産人材を中心とする保健医療

人材の教育の基盤が改善される」ことに関し、3. で明記されている指標に加え、看護学士ブリ

ッジコース卒業生が担当したクラスの数を加えることにより、より具体的に間接的に裨益した

人数を把握するために本指標を加えた。 

プロジェクト目標 「入手手段」 

PDM2 PDM3 

1．HRDD資料 

2．プロジェクト報告書 

1．HRDD資料 

2．保健セクター年次レビュー 

3．4．プロジェクト報告書 

変更理由： 

2.4.の追加＝プロジェクト目標の「指標」に2.及び4.が加えられたことにより、入手手段にも2.

及び4.が加わった。 

プロジェクト目標 「外部条件」 

PDM2 PDM3 

1．政策的な変更がない。 

2．国家試験が公明正大に継続して実施される。

3．学生対教員の比が今以上増えない。 

4．学校の施設・教材の質が今以上悪化しない。

5．学校運営管理が悪化しない。 

6．教員の待遇が今より落ちない。 

7．教員が継続して公立学校・病院に勤務する。

1．政策的な変更がない。 

2．国家試験が公明正大に継続して実施される。

3．学生対教員の比が今以上増えない。 

4．学校の施設・教材の質が今以上悪化しない。

5．学校運営管理が悪化しない。 

6．教員の待遇が今より落ちない。 

7．教員が継続して公立学校・病院に勤務する。

8．看護/助産規則の草案が政府関係者の間で承

認・交付される。 

変更理由： 

8. 追加＝プロジェクト活動前半では、看護規則の草案が完成したにもかかわらず、カウンター

パートからの承認が遅れたことがプロジェクト活動に支障を来した。中間レビュー時にも看護

規則承認の確約を得ることができず、助産規則の策定に関しても先方から本案件で整備する旨

強い要請があったため、先方の承認が適切に行われることを外部条件として加え先方と合意し

た。 

成果「指標」 

PDM2 PDM3 

1-1．政令レベルの看護規則が起草される。 

1-2．看護規則施行のための省令レベルの看護

規則が3種起草される。 

1-1．政令レベルの看護規則が起草される。 

1-2．看護規則施行のための省令レベルの看護

規則が起草される。 

変更理由： 

1-2. 文言変更＝PDM2では「省令レベルの看護規則が3種起草される」と数の指定があったもの

の、3種に限定する必要性がないことから、PDM3では「3種」の文言を削除した。 
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成果「入手手段」 

PDM2 PDM3 

2．HRDD資料 2．保健省資料 

変更理由： 

2. 文言変更＝運営指導調査時、助産規則策定を成果2に含めた際にはHRDDが本業務を担う計画

となっていたため、指標の入手手段はHRDD資料としていた。しかし、HRDDの業務量及び人員

体制を踏まえ助産規則策定はHRDDが中心となって実施することが困難と判断されたため、保

健省が助産規則策定のための組織を構成もしくは別部署に任命することに中間レビュー時にな

った。したがって、入手手段はHRDD資料から保健省資料に変更した。 

成果「外部条件」 

PDM2 PDM3 

1．国家卒業試験が予定どおり行われる。 

2．看護規則（資格、教育、サービス）の草案

がカンボジア政府関係機関により承認、公

布される。 

1．国家試験が予定どおり行われる。 

2．免許登録責任機関が速やかに決定される。

3．看護規則（免許）の草案が政府関係者の間

で承認・交付される。 

4．タイの看護学士ブリッジコース卒業生が

HRDD及びHSDに配属される。 

変更理由： 

2. 追加＝免許登録責任機関が保健省の中で決定されなければ、看護規則の草案整備に支障を来

すのみならずプロジェクト活動に影響を及ぼすため、保健省に免許登録責任機関の決定を促す

とともに外部条件に追記した。 

4. 追加＝調査団から保健省へ、タイの看護学士ブリッジコース卒業生をHRDD及びHSDに配属

し、保健省の体制強化を図ることを提言した。しかし、保健省内での人員配置についてはプロ

ジェクトが関与できる範囲を超えているため、外部条件として追記し、プロジェクトでは随時

モニタリングを行うことで先方と合意した。 

成果1 

活動1-6 

PDM2 PDM3 

1-6．看護教育に関する施行規則（省令レベル）

草案を整備する。 

1-6．看護教育に関する施行規則（省令レベル）

草案を整備する。 

1-6-1．看護学校認可制度に関する施行規則を

準備する（合同省令レベル）。 

1-6-2．看護学校報告制度に関する施行規則を

準備する（合同省令レベル）。 

変更理由： 

1-6-1及び1-6-2追加＝カンボジアでは私立の看護学校が増え、保健省で次々に開校される学校の

質の管理ができていないことが喫緊の課題である。したがって、1-6の活動をより具体化し、学

校認可制度及び学校報告制度を整備し、教育現場の質を確保する活動を追記した。 

活動1-7 

PDM2 PDM3 

1-7．看護サービスに関する施行規則（省令レ

ベル）草案を準備する。 

1-7．削除 
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変更理由： 

1-7. 削除：看護サービスに関する施行規則策定はHRDDではなくHSD（病院サービス部看護課）

の業務である。本プロジェクトのカウンターパートはHSDではなくHRDDであり、HRDDが主体

となって実施することが困難である状況から、活動から削除した。 

成果2 

成果2に関して変更点はないものの、現行のHRDDの業務量及び人員体制では本プロジェクトで

助産規則を整備することが困難な旨、保健省次官に説明し、HRDD以外の局もしくは助産規則

整備の実施責任組織をHRDD以外に任命することを条件に本成果を残すことで合意した。 

成果3 

活動3-4 

PDM2 PDM3 

3-4．帰国教員が看護教育活動に従事する 3-4．タイの看護学士ブリッジコース卒業生へ

のフォローアップを行い、国内で今後優

先的に取り組む活動計画を立案する。 

変更理由： 

3-4. 文言変更：PDM2の文章では、学士号を取得した卒業生が現任の活動に戻るのみであり、

その後の質の向上を保健省が進めるかという視点が抜けていた。保健省はプロジェクトにおけ

るタイ看護学士ブリッジコース卒業生の活用方法を検討しているため、今後の活用検討に係る道

筋を成果3の活動に加えた。PDM3は卒業生の活用検討を始めるにあたり、現任の活動に戻った卒

業生へのフォローアップを通じ質の維持を図るとともに、カンボジア国内の看護教育改善のため

に優先的に取り組む事項及び活動計画をプロジェクト並びに卒業生で立案することを追記した。

活動3-5（新規活動） 

PDM2 PDM3 

なし 3-5．今後優先的に取り組む活動計画を基に、

HRDDがタイの看護学士ブリッジコース

卒業生を国内で活用するための戦略を策

定する。 

追加理由： 

卒業生の知見をカンボジア国内に裨益させることを目的として、3-4で策定した活動計画に基づ

き、タイ看護学士ブリッジコース卒業生を活用するための戦略をプロジェクトで策定すること

を活動に追加した。 

活動3-6（新規活動） 

PDM2 PDM3 

なし 3-6．優先的に取り組む活動を実施する。 

追加理由： 

3-4及び3-5で策定された計画及び戦略を実施し、看護師及び助産師の質の向上を図るために追

加した。 

活動3-7（新規活動） 

PDM2 PDM3 

なし 3-7．国外の看護学士号取得者の間で共有の共

有及び国内の看護教育改善のための戦略

を検討するためにコアチームを形成する。
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追加理由： 

カンボジアにはタイのみならずフィリピン共和国（以下、「フィリピン」と記す）やオーストラ

リアなど国外で看護学士号を取得した看護師が複数いることから、国外で学んだ知見の共有を

行うと同時に、カンボジア国内の看護師及び助産師の質の向上方法に関する意見交換・戦略立

案・実施に携わるコアチームを形成することで、政策レベルのみならず現場レベルでの質の改

善を図るために本活動を追加した。 

活動3-8（新規活動） 

PDM2 PDM3 

なし 3-8．タイの看護学士ブリッジコース卒業生に

よる活動や成果をテクニカルワーキング

グループ及び開発パートナーとの会議で

発表する。 

追加理由： 

本プロジェクトの成果及び保健医療人材育成の動行を保健省内の他部局及び開発パートナーと

共有することで、保健医療人材育成戦略への理解及び協力の促進を促すために本活動を追加し

た。 
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６．プロジェクト実施体制図 

 

７．評価グリッド（実績、評価結果を記入） 

 

８．投入実績（専門家、機材、研修） 

 

９．議事録 

 



































































































































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	表紙
	序 文
	目 次
	プロジェクトの位置図
	写 真
	略 語 一 覧
	評価調査結果要約表（和文）
	評価調査結果要約表（英文）
	第１章 評価調査の概要
	第２章 プロジェクトの概要
	第３章 評価の方法
	第４章 実績の確認
	第５章 評価結果
	第６章 提言と教訓
	第７章 今後の方向性・総括
	付 属 資 料
	１．ミニッツ、合同評価レポート
	２．評価調査日程（実績）
	３．主要面談者リスト
	４．PDM（最新版）
	５．PO（活動実績を反映したもの）
	６．プロジェクト実施体制図
	７．評価グリッド（実績、評価結果を記入）
	８．投入実績（専門家、機材、研修）
	９．議事録




